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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　連続鋳造用鋳型内に溶鋼を注入して、鋳片を製造する鋼の連続鋳造方法であって、
　前記連続鋳造用鋳型は、メニスカスよりも上方の任意の位置から、前記メニスカスより
も、鋳片引き抜き速度Ｖｃから下記の（１）式で求まる長さＲ以上下方の位置までの、水
冷式銅鋳型の内壁面の範囲に、鋳型の熱伝導率に対して熱伝導率が８０％以下である金属
が、前記内壁面に設けた円形凹溝または擬似円形凹溝に充填されて形成された、直径２～
２０ｍｍまたは円相当径２～２０ｍｍの複数個の低熱伝導金属充填部をそれぞれ独立して
有し、
　前記低熱伝導金属充填部での金属の充填厚みＨと、前記低熱伝導金属充填部の直径また
は円相当径ｄと、は下記の（２）式の関係を満たし、
　下記の（３）式で定義される鋳型抜熱量Ｑが１４．０ＭＪ／トン－鋼以下となるように
、前記連続鋳造用鋳型を抜熱し、
　前記低熱伝導金属充填部同士の間隔Ｐと、前記低熱伝導金属充填部の直径または円相当
径ｄと、は下記の（４）式の関係を満たすことを特徴とする鋼の連続鋳造方法。
　Ｒ＝２×Ｖｃ×１０００／６０                                      （１）
　（１）式において、Ｖｃは、鋳片引き抜き速度（ｍ／分）、
　Ｒは、長さ（ｍｍ）、である。
　０．５≦Ｈ≦ｄ                                                    （２）
　（２）式において、Ｈは、金属の充填厚み（ｍｍ）、
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　ｄは、低熱伝導金属充填部の直径または円相当径（ｍｍ）、である。
　Ｑ＝ｑ×ρｗ×Ｃｗ×ΔＴ／（Ａ×Ｖｃ×ρｓ）                      （３）
　（３）式において、ｑは、鋳型冷却水量（ｍ３／分）、
　ρｗは、水の比重（トン－水／ｍ３）、
　Ｃｗは、水の比熱（ＭＪ／トン－水／℃）、
　ΔＴは、連続鋳造用鋳型への冷却水の入側と出側の温度差（℃）、
　Ａは、連続鋳造用鋳型の前記溶鋼との接触面積（ｍ２）、
　ρｓは、鋼の比重（トン－鋼／ｍ３）、である。
　Ｐ≧０．２５×ｄ                                                    （４）
　（４）式において、Ｐは、低熱伝導金属充填部同士の間隔（ｍｍ）である。
【請求項２】
　前記金属の熱伝導率は、前記鋳型の熱伝導率に対して３０％以下であることを特徴とす
る請求項１に記載の鋼の連続鋳造方法。
【請求項３】
　前記金属は、鍍金手段または溶射手段によって前記円形凹溝または前記擬似円形凹溝に
充填されることを特徴とする請求項１または請求項２に記載の鋼の連続鋳造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、連続鋳造用鋳型での凝固シェルの不均一冷却に起因する鋳片表面割れを防止
する鋼の連続鋳造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　鋼の連続鋳造においては、鋳型内に注入された溶鋼は水冷式鋳型によって冷却され、鋳
型との接触面で溶鋼が凝固して凝固層（「凝固シェル」という）が生成される。凝固シェ
ルが、鋳型下流側に設置した水スプレーや気水スプレーによって冷却されながら、内部の
未凝固層とともに鋳型下方に連続的に引き抜かれ、水スプレーや気水スプレーによる冷却
によって中心部まで凝固して鋳片が製造されている。
【０００３】
　鋳型内における冷却が不均一になると、凝固シェルの厚みが鋳造方向及び鋳片幅方向で
不均一となる。凝固シェルには、凝固シェルの収縮や変形に起因する応力が作用し、凝固
初期においては、この応力が凝固シェルの薄肉部に集中し、この応力によって凝固シェル
の表面に割れが発生する。この割れは、その後の熱応力や連続鋳造機のロールによる曲げ
応力及び矯正応力などの外力により拡大し、大きな表面割れとなる。凝固シェル厚みの不
均一度が大きい場合には、鋳型内での縦割れとなり、この縦割れから溶鋼が流出するブレ
ークアウトが発生する場合もある。鋳片に存在する割れは、次工程の圧延工程で表面欠陥
となることから、鋳片の段階において、鋳片の表面を手入れして表面割れを除去すること
が必要となる。
【０００４】
　鋳型内の不均一凝固は、特に、炭素含有量が０．０８～０．１７質量％の範囲内の、包
晶反応を伴う鋼の連続鋳造において発生しやすい。なぜならば、包晶反応によるδ鉄（フ
ェライト）からγ鉄（オーステナイト）への変態時の体積収縮による変態応力に起因する
歪みによって凝固シェルが変形し、この変形により鋳型内壁面から離れた部位の凝固シェ
ル（この鋳型内壁面から離れた部位を「デプレッション」という）の凝固厚みが薄くなり
、この部分に上記応力が集中することによって表面割れが発生するからである。特に、鋳
片引き抜き速度Ｖｃを大きくした高速鋳造条件下では、凝固シェルから鋳型冷却水への平
均熱流束が増加し、熱流束の分布が不規則で且つ不均一になることから、鋳片表面割れの
発生が増加する傾向になる。具体的には、鋳片厚みが２００ｍｍ以上のスラブ連続鋳造機
においては、鋳片の引き抜き速度Ｖｃが１．５ｍ／分以上になると表面割れが発生しやす
くなる。
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【０００５】
　従来、上記の包晶反応を伴う鋼種（「中炭素鋼」という）の表面割れを防止するために
、結晶化しやすい組成のモールドパウダーを使用し、モールドパウダー層の熱抵抗を増大
させて凝固シェルを緩冷却することが試みられている（例えば、特許文献１を参照）。し
かし、モールドパウダーによる緩冷却効果のみでは、十分な不均一凝固の改善は得られず
、変態量の大きい鋼種では割れの発生を防止することはできない。
【０００６】
　そこで、連続鋳造用鋳型自体を緩冷却化する手法が多数提案されている。例えば、特許
文献２や特許文献３には、表面割れを防止するために、鋳型内壁面に凹加工（溝や丸孔）
を施し、エアギャップを形成させることによって緩冷却を図る方法が提案されている。し
かし、この方法では、溝の幅が大きい場合にはモールドパウダーが流入し、緩冷却の効果
が得られにくいという問題がある。
【０００７】
　また、鋳型内壁面に設けた凹部（縦溝、格子溝、丸孔）にモールドパウダーを流入させ
、規則的な熱伝達分布を与えて不均一凝固量を減らす方法が提案されているが（例えば、
特許文献４及び特許文献５を参照）、この方法では、モールドパウダーの流入が不十分で
凹み部に溶鋼が侵入したり、モールドパウダーが充填されていても鋳造中に充填していた
モールドパウダーが剥がれ、その部位に溶鋼が侵入したりすることにより、拘束性のブレ
ークアウトが発生するという問題がある。
【０００８】
　更には、鋳型内壁面のショットブラスト面や凹加工面の溝幅や丸孔を小さくする方法が
提案されているが（例えば、特許文献６及び特許文献７を参照）、この方法では、モール
ドパウダーは界面張力作用により、ショットブラスト面や凹加工面の溝幅や丸孔に流入せ
ずエアギャップが保たれるものの、鋳型の磨耗によってエアギャップ量が減少することか
ら、その効果は次第に消滅するという問題がある。
【０００９】
　一方で、規則的な熱伝達分布を与え不均一凝固量を減らす目的で、鋳型内壁面に溝加工
（縦溝、格子溝）を施し、この溝に低熱伝導材料を充填する方法が提案されているが（例
えば、特許文献８及び特許文献９を参照）、この方法では、縦溝、格子溝と銅（鋳型）と
の境界面、並びに、格子部の直交部において、低熱伝導材料と銅との熱歪差による応力が
作用し、鋳型銅板表面に割れが発生するという問題がある。
【００１０】
　また、特許文献１０には、鋳型内の不均一凝固が発生しやすい炭素含有量が０．０８～
０．１７質量％の鋼を２．０ｍ／分以上の鋳片引き抜き速度Ｖｃで連続鋳造するに際には
、鋳型抜熱量を４．０～９．０ＭＪ／ｔ－鋼に制御することで、鋳片の表面割れを防止で
きることが記載されている。確かに、鋳型抜熱量を特許文献１０に記載されている範囲と
すれば、鋳片の表面割れを防止することが可能となる。しかしながら、特許文献１０は、
モールドパウダーの組成及び鋳型冷却水の水量を調整することで、抜熱量が制御できると
しているが、鋳片引き抜き速度Ｖｃが２．０ｍ／分以上の高速鋳造条件下では、モールド
パウダーの組成及び鋳型冷却水の水量を調整するのみでは、鋳型抜熱量Ｑを安定して上記
範囲に制御することができず、鋳片に表面割れが発生する。また、鋳型抜熱量Ｑを大きく
して、凝固定数を大きくすれば、鋳片引き抜き速度Ｖｃを大きくして鋳片の生産性を向上
させることができるので、凝固定数を大きくするために、鋳型抜熱量Ｑを、特許文献１０
に記載されている範囲の上限を超えた値にしたいという事情がある。
【００１１】
　また、特許文献１１には、Ｎｉなどの低熱伝導率材料を円柱状にメニスカス付近の鋳型
内壁に埋め込む技術が記載されている。特許文献１１には、具体的な埋め込み方法につい
て記載されていないが、一般的には、埋め込み材の直径は、機械加工によって空ける穴径
より大きめに加工して、ポンチなどで物理的な衝撃を加えて、埋め込むことが知られてい
る。そのような埋め込みを行う場合には、埋め込み材の先端部分と鋳型材質とのエアーギ
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ャップなどが生じると大きく熱伝導がばらつき、特に、鋳片引き抜き速度Ｖｃが２．０ｍ
／分以上などの高速鋳造条件下では、鋳片に表面割れが発生しやすくなり、一定の品質を
確保できない問題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特開２００５－２９７００１号公報
【特許文献２】特開平６－２９７１０３号公報
【特許文献３】特開平９－２０６８９１号公報
【特許文献４】特開平９－２７６９９４号公報
【特許文献５】特開平１０－１９３０４１号公報
【特許文献６】特開平８－２５７６９４号公報
【特許文献７】特開平１０－２９６３９９号公報
【特許文献８】特開平１－２８９５４２号公報
【特許文献９】特開平２－６０３７号公報
【特許文献１０】特開２００３－３３４６３５号公報
【特許文献１１】特開平１－１７０５５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、例えば、鋳片
引き抜き速度Ｖｃが２．０ｍ／分以上の高速鋳造条件下であっても、鋳片の拘束性ブレー
クアウトを発生させずに、凝固初期の凝固シェルの不均一冷却、並びに、包晶反応を伴う
中炭素鋼でのδ鉄からγ鉄への変態に起因する凝固シェル厚みの不均一による表面割れを
防止する鋼の連続鋳造方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記課題を解決するための本発明の要旨は以下の通りである。
［１］連続鋳造用鋳型内に溶鋼を注入して、鋳片を製造する鋼の連続鋳造方法であって、
前記連続鋳造用鋳型は、メニスカスよりも上方の任意の位置から、前記メニスカスよりも
、鋳片引き抜き速度Ｖｃから下記の（１）式で求まる長さＲ以上下方の位置までの、水冷
式銅鋳型の内壁面の範囲に、鋳型の熱伝導率に対して熱伝導率が８０％以下である金属が
、前記内壁面に設けた円形凹溝または擬似円形凹溝に充填されて形成された、直径２～２
０ｍｍまたは円相当径２～２０ｍｍの複数個の低熱伝導金属充填部をそれぞれ独立して有
し、前記低熱伝導金属充填部での金属の充填厚みＨと、前記低熱伝導金属充填部の直径ま
たは円相当径ｄと、は下記の（２）式の関係を満たし、下記の（３）式で定義される鋳型
抜熱量Ｑが１４．０ＭＪ／トン－鋼以下となるように、前記連続鋳造用鋳型を抜熱するこ
とを特徴とする鋼の連続鋳造方法。
Ｒ＝２×Ｖｃ×１０００／６０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１）
（１）式において、Ｖｃは、鋳片引き抜き速度（ｍ／分）、
　Ｒは、長さ（ｍｍ）、である。
０．５≦Ｈ≦ｄ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２）
（２）式において、Ｈは、金属の充填厚み（ｍｍ）、ｄは、低熱伝導金属充填部の直径ま
たは円相当径（ｍｍ）、である。
Ｑ＝ｑ×ρｗ×Ｃｗ×ΔＴ／（Ａ×Ｖｃ×ρｓ）　　　　　　　　　　　（３）
（３）式において、ｑは、鋳型冷却水量（ｍ３／分）、ρｗは、水の比重（トン－水／ｍ
３）、Ｃｗは、水の比熱（ＭＪ／トン－水／℃）、ΔＴは、連続鋳造用鋳型への冷却水の
入側と出側の温度差（℃）、Ａは、連続鋳造用鋳型の前記溶鋼との接触面積（ｍ２）、ρ
ｓは、鋼の比重（トン－鋼／ｍ３）、である。
［２］前記金属の熱伝導率は、前記鋳型の熱伝導率に対して３０％以下であることを特徴
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とする上記［１］に記載の鋼の連続鋳造方法。
［３］前記金属は、鍍金手段または溶射手段によって前記円形凹溝または前記擬似円形凹
溝に充填されることを特徴とする上記［１］または上記［２］に記載の鋼の連続鋳造方法
。
［４］前記低熱伝導金属充填部同士の間隔Ｐと、前記低熱伝導金属充填部の直径または円
相当径ｄと、は下記の（４）式の関係を満たすことを特徴とする上記［１］ないし上記［
３］のいずれか１項に記載の鋼の連続鋳造方法。
Ｐ≧０．２５×ｄ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４）
（４）式において、Ｐは、低熱伝導金属充填部同士の間隔（ｍｍ）である。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の鋼の連続鋳造方法では、メニスカス位置を含むメニスカス近傍の位置から、メ
ニスカスよりも、鋳片引き抜き速度Ｖｃから決まる長さＲ以上下方の位置までの、範囲と
なる水冷式銅鋳型の内壁面に、幅方向及び鋳造方向において、低熱伝導金属充填部をそれ
ぞれ独立して複数設けてある連続鋳造用鋳型を用いるので、メニスカス近傍の鋳型幅方向
及び鋳造方向における連続鋳造用鋳型の熱抵抗が規則的且つ周期的に増減する。よって、
メニスカス近傍つまり凝固初期の凝固シェルから連続鋳造用鋳型への熱流束が規則的且つ
周期的に増減し、δ鉄からγ鉄への変態による応力や熱応力によって生じる凝固シェルの
変形に起因する不均一な熱流束分布が均一化されるとともに、表面割れが発生しやすい高
速鋳造条件（鋳型抜熱量Ｑが大きい鋳造条件）下であっても、発生する応力が分散されて
、個々の低熱伝導金属充填部の歪量が小さくなり、その結果、凝固シェル表面における割
れの発生を防止し、鋳片の表面割れを防止することができる。また、鋳型抜熱量Ｑを１４
．０ＭＪ／トン－鋼以下にするので、これによっても表面割れが防止される。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】連続鋳造用鋳型の一部を構成する鋳型長辺銅板を内壁面側から視た概略側面図で
ある。
【図２】図１に示す低熱伝導金属充填部が形成された鋳型長辺銅板の部位を示す説明図で
ある。
【図３】鋳型長辺銅板の三つの断面における熱抵抗の変化を、各断面に準じて概念的に示
す図である。
【図４】銅鋳型内壁面に鍍金層を設けた例を示す説明図である。
【図５】円形凹溝の直径ｄ（ｍｍ）と鋳片表面割れ長さ（ｍｍ／ｍ）との関係を示すグラ
フである。
【図６】低熱伝導金属の充填厚みＨ（ｍｍ）と鋳片表面割れ長さ（ｍｍ／ｍ）との関係を
示すグラフである。
【図７】鋳型抜熱量Ｑ（ＭＪ／ｔ－鋼）と鋳片表面割れ長さ（ｍｍ／ｍ）との関係を示す
グラフである。
【図８】熱伝導比と鋳片表面割れ長さ（ｍｍ／ｍ）との関係を示すグラフである。
【図９】円形凹溝の直径ｄ（ｍｍ）に対する低熱伝導金属充填部同士の間隔Ｐ（ｍｍ）の
値と鋳片表面割れ長さ（ｍｍ／ｍ）との関係を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、添付図面を参照して、本発明の鋼の連続鋳造方法で用いる連続鋳造用鋳型の実施
形態の一例を具体的に説明する。図１は、連続鋳造用鋳型の一部を構成する鋳型長辺銅板
であって、内壁面側に低熱伝導金属充填部が形成された鋳型長辺銅板を内壁面側から視た
概略側面図である。図２は、図１に示す鋳型長辺銅板の低熱伝導金属充填部が形成された
部位を示す説明図で、図２（Ａ）は内壁面側から視た側面図、図２（Ｂ）は、図２（Ａ）
における鋳型長辺銅板のＢＢ線断面図である。スラブ鋳片を鋳造するための連続鋳造用鋳
型は、一対の鋳型長辺銅板と一対の鋳型短辺銅板とを組み合わせて構成される。図１に示
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す鋳型長辺銅板１は、連続鋳造用鋳型を構成する鋳型長辺銅板の例である。本発明におい
ては、連続鋳造用鋳型は、１００％銅からなる純銅であってもよいし、銅を９０質量％以
上含有し、残部として、例えば、アルミニウムを含有する銅合金でもよい。
【００１８】
　鋼の連続鋳造方法では、連続鋳造用鋳型内に溶鋼を注入する。図１及び図２に示すよう
に、鋳型長辺銅板１において、鋼の連続鋳造の際に定まるメニスカス（溶鋼湯面）よりも
距離（長さ）Ｕ（長さＵは任意の値）離れた上方の位置から、メニスカスよりも距離（長
さ）Ｌ離れた下方の位置までの、鋳型長辺銅板１の内壁面の範囲には、円形凹溝２が、幅
方向及び鋳造方向でそれぞれ独立して複数設けられている。円形凹溝２には、鋳型（銅）
の熱伝導率に対して、熱伝導率が８０％以下である金属（以下、「低熱伝導金属」と記す
）が充填されて、低熱伝導金属充填部３が形成されている。低熱伝導金属は、鍍金手段や
溶射手段などによって、円形凹溝２に充填され、低熱伝導金属充填部３は、鋳型長辺銅板
１の内壁面で、幅方向及び鋳造方向でそれぞれ独立している。鍍金手段や溶射手段などに
よって、低熱伝導金属と円形凹溝２との間に空隙が生じることなく、後述するような鋳型
内壁面での規則的且つ周期的な熱抵抗の変動が実現される。
【００１９】
　鋳型長辺銅板１の内壁面において、低熱伝導金属充填部３は円形となっており、直径ｄ
が２～２０ｍｍの円形凹溝２の内部に、鍍金手段や溶射手段などによって充填されて形成
されたものである。本実施形態では円形となっているが、本発明では、低熱伝導金属充填
部３の形状は特に限定されるものではなく、例えば、楕円形のような、所謂「角」を有し
ていない、円形に近い形状である限り、どのような形状であっても構わない。但し、円形
に近い形状の場合でも、この円形に近い形状の低熱伝導金属充填部３の面積から求められ
る円相当径ｄは２～２０ｍｍの範囲内であることが必要である。なお、図２における符号
５は冷却水流路、符号６はバックプレートである。
【００２０】
　鋳型短辺銅板にも、鋳型長辺銅板と同様にその内壁面に低熱伝導金属充填部が形成され
るものとして、ここでは、鋳型短辺銅板についての説明は省略する。但し、スラブ鋳片に
おいては、その形状に起因して長辺面側の凝固シェルに応力集中が起こりやすく、長辺面
側で表面割れが発生しやすいことから、スラブ鋳片用の連続鋳造用鋳型の鋳型短辺銅板に
は、必ずしも低熱伝導金属充填部を設置する必要はない。
【００２１】
　図３は、鋳型長辺銅板の三つの断面における熱抵抗の変化を、各断面に準じて概念的に
示す図である。連続鋳造用鋳型の幅方向及び鋳造方向に、内壁面におけるメニスカス近傍
に、低熱伝導金属充填部３を複数設けることにより、内壁面の熱抵抗が、鋳型幅方向及び
鋳造方向において規則的且つ周期的に増減する。図３に示すように、低熱伝導金属充填部
３が形成されている内壁面の位置では、熱抵抗が相対的に高くなっている。内壁面の熱抵
抗が規則的且つ周期的に増減するので、メニスカス近傍つまり凝固初期の凝固シェルから
連続鋳造用鋳型への熱流束が規則的且つ周期的に増減する。よって、δ鉄からγ鉄への変
態（以下「δ／γ変態」と記す）による応力や熱応力によって生じる凝固シェルの変形に
起因する不均一な熱流束分布が均一化されるとともに、発生する応力が分散されて個々の
低熱伝導金属充填部３の歪量が小さくなり、凝固シェル表面における表面割れの発生が防
止される。
【００２２】
　δ／γ変態による応力や熱応力によって生じる凝固シェルの変形に起因する不均一な熱
流束分布が凝固シェルに生じている間は、凝固シェルに対して低熱伝導金属充填部３によ
る熱流束の周期的な変動を与えることが好ましい。つまり、溶鋼が凝固を開始し始めてか
ら少なくとも２秒間、凝固シェルは、低熱伝導金属充填部３が形成された範囲に存在する
必要がある。よって、図１に示す長さＲを、想定される鋳片引き抜き速度Ｖｃと下記の（
１）式とで予め求めておく。
Ｒ＝２×Ｖｃ×１０００／６０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１）
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（１）式において、Ｖｃは、鋳片引き抜き速度（ｍ／分）、Ｒは、長さ（ｍｍ）、である
。
【００２３】
　連続鋳造用鋳型１では、メニスカス位置から、求められた長さＲ（ｍｍ）以上下方の位
置までの範囲に、低熱伝導金属充填部３を形成しておく必要がある。すなわち、図１に示
すように、長さＬを長さＲよりも大きくし、メニスカスよりも長さＲ以上下方の位置（メ
ニスカスよりも長さＬ離れた下方の位置）まで低熱伝導金属充填部３を形成しておけば、
メニスカスから長さＲまでの内壁面の範囲では、凝固初期の凝固シェルから連続鋳造用鋳
型への熱流束が規則的且つ周期的に増減することになる。なお、長さＬの上限は、特に限
定されるものではないが、鋳型表面の凹溝加工や、鍍金処理や溶射処理費用を抑える観点
から、長さＲの５倍以下とすることが好ましい。
【００２４】
　低熱伝導金属充填部３が形成されている範囲の上端は、メニスカスよりも上方である限
り任意の位置でよい。すなわち、距離（長さ）Ｕはゼロを超えた任意の値である。但し、
鋳造中にメニスカスは上下方向に変動するので、その上端が、メニスカスよりも常に上方
にあるように、メニスカスよりも２０ｍｍ程度上方位置まで低熱伝導金属充填部３を設置
することが好ましい。なお、メニスカスの位置は、鋳型長辺銅板１の上端から６０～１５
０ｍｍ下方とすることが一般的であり、これに応じて、低熱伝導金属充填部３の設置範囲
を決めればよい。
【００２５】
　低熱伝導金属充填部３の鋳型長辺銅板１の内壁面における形状は、円形または円形に近
いものとする。以下、円形に近いものを「擬似円形」と称す。低熱伝導金属充填部３の形
状が擬似円形の場合には、低熱伝導金属充填部３を形成させるために鋳型長辺銅板１の内
壁面に加工される溝を「擬似円形溝」と称す。特許文献８及び特許文献９のように、縦溝
或いは格子溝を施し、この溝に低熱伝導金属を充填した場合には、低熱伝導金属と銅との
境界面及び格子部の直交部において、低熱伝導金属と銅との熱歪差による応力が集中し、
鋳型銅板表面に割れが発生するという問題があるのに対し、本発明のように、低熱伝導金
属充填部３の形状を円形または擬似円形とすることで、低熱伝導金属と銅との境界面は曲
面状となることから、境界面で応力が集中しにくく、鋳型銅板表面に割れが発生しにくい
という利点が発現する。
【００２６】
　低熱伝導金属充填部３の直径または円相当径ｄは２ｍｍ以上であることが必要である。
２ｍｍ未満の場合、低熱伝導金属充填部３における熱流束の低下が不十分であり、上記効
果を得ることができないのみならず、低熱伝導金属を鍍金手段や溶射手段によって円形凹
溝２や擬似円形凹溝（図示せず）の内部に充填することが難しい。一方、低熱伝導金属充
填部３の直径または円相当径が２０ｍｍを超えると、低熱伝導金属充填部３における熱流
束の低下によって大きな凝固遅れが生じ、その位置での凝固シェルへの熱応力が大きくな
り、凝固シェルに表面割れが発生することから、低熱伝導金属充填部３の直径または円相
当径は２０ｍｍ以下にすることが必要である。なお、低熱伝導金属充填部３の形状が擬似
円形の場合は、この擬似円形の円相当径ｄは下記の（５）式で算出される。
円相当径ｄ＝（４×Ｓ／π）１／２　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５）
（５）式において、ｄは、円相当径（ｍｍ）、Ｓは低熱伝導金属充填部３の面積（ｍｍ２

）、である。
【００２７】
　擬似円形凹溝としては、楕円、長方形、正方形、ひし形でも、凝固シェルに発生する表
面割れを抑える効果を期待できる。しかしながら、正方形、長方形、ひし形形状では、鋳
型内壁面と充填金属との境界面が直線的であり、境界面に沿った鋳型表面の割れが発生す
る可能性があることから、楕円のような境界が曲面状である形状を、擬似円形凹溝の形状
とすることが好ましい。
【００２８】
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　図２に示すように、低熱伝導金属充填部３同士の間隔Ｐは、直径または円相当径ｄの０
．２５倍以上とすることが好ましい。すなわち、低熱伝導金属充填部３の同士の間隔Ｐと
、低熱伝導金属充填部の直径または円相当径ｄと、は下記の（４）式の関係を満たすこと
が好ましい。
【００２９】
　Ｐ≧０．２５×ｄ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４）
（４）式において、ｄは、直径または円相当径（ｍｍ）、Ｐは、低熱伝導金属充填部同士
の間隔（ｍｍ）、である。
間隔Ｐは、図２に示すように、隣り合う低熱伝導金属充填部３の端部間の最短距離である
。低熱伝導金属充填部同士の間隔が「０．２５×ｄ」未満の場合は、間隔Ｐが小さいこと
から、低熱伝導金属充填部３における熱流束と銅部（低熱伝導金属充填部３が形成されて
いない部位）の熱流束との差が小さくなるために、上記効果を得にくい。低熱伝導金属充
填部同士の間隔の上限値は特に規定しないが、この間隔が大きくなると、低熱伝導金属充
填部３の面積率が低下するので、間隔Ｐは「２．０×ｄ」以下にすることが好ましい。
【００３０】
　低熱伝導金属の熱伝導率は、鋳型（銅）の熱伝導率に対して８０％以下である必要があ
る。低熱伝導金属の熱伝導率が、銅の熱伝導率に対して８０％よりも大きいと、低熱伝導
金属充填部３による熱流束の周期的な変動の効果が不十分であるために、鋳片表面割れの
発生しやすい高速鋳造時や中炭素鋼の鋳造時において、鋳片表面割れの防止効果が不十分
になる。低熱伝導金属としては、鍍金や溶射のしやすいＮｉ（熱伝導率：約９０Ｗ／（ｍ
・Ｋ））及びＮｉ合金（熱伝導率：約４０～９０Ｗ／（ｍ・Ｋ））が好適であり、鋳型と
して、純銅や銅合金を採用してもよい。純銅は熱伝導率が３９８Ｗ／（ｍ・Ｋ）程度であ
るのに対して、銅合金の中には、熱伝導率が１００Ｗ／（ｍ・Ｋ）程度と、純銅よりも低
い銅合金がある。特に、鋳型内電磁攪拌を行う場合には、コイルからの溶鋼中への磁場強
度を減衰させないために、銅以外の成分が数％加えられ、導電率が低くなった銅合金から
なる鋳型を使用することとなり、銅合金の熱伝導率も純銅に比べて低下する。その場合、
低熱伝導金属としては、熱伝導率が、比較的に小さいＮｉ合金を採用して、低熱伝導金属
の熱伝導率を、銅の熱伝導率に対して８０％以下に調整することが可能となる。
【００３１】
　また、低熱伝導金属の熱伝導率は、鋳型（銅）の熱伝導率に対して３０％以下であるこ
とがより好ましい。低熱伝導金属と銅との熱伝導率の差が大きいと、内壁面の熱抵抗の増
減幅がより増えて、熱流束の周期的な変動が生じ易くなるからである。鋳型として、純銅
を採用する場合には、純銅は熱伝導率が３９８Ｗ／（ｍ・Ｋ）であり、純銅を採用すれば
、低熱伝導金属としては、Ｎｉ及びＮｉ合金のうちで、熱伝導率が高いＮｉ（熱伝導率：
９０Ｗ／（ｍ・Ｋ））を採用して、低熱伝導金属の熱伝導率を、鋳型（銅）の熱伝導率に
対して３０％以下と容易に設定することができる。低熱伝導金属の熱伝導率は、銅の熱伝
導率に対して必ずしも３０％以下である必要はなく、３０％を超えてもよいが、８０％以
下とする必要がある。
【００３２】
　低熱伝導金属充填部３の充填厚みＨは、０．５ｍｍ以上であり、低熱伝導金属充填部３
の直径ｄまたは円相当径ｄ以下とする。すなわち、充填厚みＨと、低熱伝導金属充填部３
の直径ｄまたは円相当径ｄと、は下記の（２）式の関係を満足する。
０．５≦Ｈ≦ｄ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２）
（２）式において、Ｈは、金属の充填厚み（ｍｍ）、ｄは、低熱伝導金属充填部の直径ま
たは円相当径（ｍｍ）、である。
充填厚みＨが０．５ｍｍ未満であると、低熱伝導金属充填部３における熱流束の低下が不
十分であり、上記効果を得ることができない。充填厚みＨは、低熱伝導金属充填部３の直
径ｄまたは円相当径ｄよりも大きくなると、鍍金手段や溶射手段による円形凹溝及び擬似
円形凹溝への低熱伝導金属の充填が難しくなり、充填した低熱伝導金属と鋳型銅板との間
に隙間や割れが生じ、充填した低熱伝導金属の亀裂や剥離が生じ、鋳型寿命の低下、鋳片
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の割れ、更には拘束性ブレークアウトの原因となる。一方、充填厚みは、１０．０ｍｍを
超えても、上記効果は飽和するので、１０．０ｍｍ以下が好ましい。
【００３３】
　低熱伝導金属充填部３の配列は、図１及び図２に示すような千鳥配列が望ましいが、こ
の配列に限定されるものではなく、どのような配列であっても構わない。但し、上記の低
熱伝導金属充填部同士の間隔（Ｐ）が前述した条件を満足する範囲内の配列であることが
好ましい。
【００３４】
　低熱伝導金属充填部３は、連続鋳造用鋳型の長辺鋳型銅板と短辺鋳型銅板の双方に設置
することを基本とするが、スラブ鋳片のように鋳片短辺長さに対して鋳片長辺長さの比が
大きい場合には、低熱伝導金属充填部３を長片側のみに設置しても、上記の効果を得るこ
とができる。
【００３５】
　低熱伝導金属充填部３を形成させた銅鋳型内壁面に、鍍金層４を設けることが好ましい
。図４は、銅鋳型内壁面に銅鋳型表面の保護のための鍍金層４を設けた例を示す説明図で
ある。鍍金層４によって、凝固シェルによる磨耗や熱履歴による鋳型表面の割れを防止す
ることができる。鍍金層４は一般的に用いられるＮｉ系合金（Ｎｉ－Ｃｏ合金など）を形
成する。鍍金層４の厚みｈが２．０ｍｍを超えると、低熱伝導金属充填部３による熱流束
の周期的な変動の効果が不十分になることから、鍍金層４の厚みｈは２．０ｍｍ以下にす
ることが好ましい。
【００３６】
　本実施形態に係る鋼の連続鋳造方法において、上記の連続鋳造用鋳型を用いれば、凝固
シェル表面における割れの発生が防止されやすくなるので、例えば、特許文献１０で記載
されているように、鋳型抜熱量Ｑの上限を９．０ＭＪ／ｔ－鋼とする必要はなくなる。凝
固定数を大きくすれば、鋳片引き抜き速度Ｖｃを大きくして鋳片歩留まりを向上させるこ
とができるので、鋳型抜熱量Ｑを大きくすることに技術的意義はある。しかしながら、鋳
型抜熱量Ｑを大きくし過ぎると、上記の連続鋳造用鋳型を用いたとしても、凝固シェル表
面における割れが発生してしまう可能性は高くなる。
【００３７】
　そこで、本発明者が鋭意検討した結果、上記の連続鋳造用鋳型を用いる場合には特に、
後述する実施例に示すように、下記の（３）式で定義される鋳型抜熱量Ｑを１４．０ＭＪ
／トン－鋼以下となるように、連続鋳造用鋳型を抜熱して、凝固シェル表面における割れ
の発生を効果的に防止することを可能としている。
Ｑ＝ｑ×ρｗ×Ｃｗ×ΔＴ／（Ａ×Ｖｃ×ρｓ）　　　　　　　　　　　（３）
（３）式において、ｑは、鋳型冷却水量（ｍ３／分）、ρｗは、水の比重（トン－水／ｍ
３）、Ｃｗは、水の比熱（ＭＪ／トン－水／℃）、ΔＴは、連続鋳造用鋳型への冷却水の
入側と出側の温度差（℃）、Ａは、連続鋳造用鋳型の溶鋼との接触面積（ｍ２）、ρｓは
、鋼の比重（トン－鋼／ｍ３）、である。
【００３８】
　上記の（３）式からわかるように、鋳型へ供給する冷却水の量や、冷却水の温度などを
調整し、鋳型抜熱量Ｑを変更することは可能である。また、モールドパウダーの組成など
を調整することによっても、鋳型抜熱量Ｑを変更することは可能である。
【００３９】
　鋳型抜熱量Ｑは、１２．０ＭＪ／トン－鋼以下とすることが更に好ましい。１２．０以
下とすると、低熱伝導金属部３による、凝固シェルの変形に起因する不均一な熱流束分布
の均一化がより確実になされる。鋳型抜熱量Ｑを１２．０ＭＪ／トン－鋼を超えると、凝
固シェル表面において割れが発生してしまう可能性があるが、鋳型抜熱量Ｑを１４．０Ｍ
Ｊ／トン－鋼以下とすれば、凝固シェル表面における割れの発生を完全には防ぐことはで
きないとしても、凝固シェル表面における割れの発生を効果的に防止することが可能であ
る。溶鋼との接触面積Ａは、鋳型オシレーションの振動幅または湯面変動などにより変わ
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るが、この接触面積Ａの変動を考慮した上で、鋳型抜熱量Ｑを１４．０ＭＪ／トン以下と
する。また、本実施形態において、鋳型抜熱量Ｑの下限は特に設ける必要はないが、鋳型
抜熱量Ｑが小さくなると、凝固シェルの形成が抑制され、ブレークアウトが発生する可能
性が高くなるため、５．０ＭＪ／トン－鋼以上とすることが望ましい。
【００４０】
　中炭素鋼（Ｃ：０．０８～０．１７質量％、Ｓｉ：０．１０～０．３０質量％、Ｍｎ：
０．５０～１．２０質量％、Ｐ：０．０１０～０．０３０質量％、Ｓ：０．００５～０．
０１５質量％、Ａｌ：０．０２０～０．０４０質量％）を、低熱伝導金属充填部３が形成
された連続鋳造用鋳型を用いて、スラブ鋳片に連続鋳造する鋼の連続鋳造を複数回行った
（実験１～５）。実験１～５では、低熱伝導金属充填部の直径ｄが２～２０ｍｍであり、
（１）～（３）式のいずれをも満たし、低熱伝導金属の熱伝導率が、鋳型（銅合金）に対
して８０％以下である連続鋳造用鋳型を用い、比較的高速な鋳造速度となる２．１（ｍ／
分）で連続鋳造を複数回行い、鋳片での縦割れの発生を抑え得ることを確認した。また、
実験１～５では、低熱伝導金属は、熱伝導率が銅合金に対して８０％以下であることや、
（２）式または（３）式を満たさない連続鋳造も複数行い、それらの連続鋳造では、鋳片
に縦割れが生じてしまうことを確認した。更には、低熱伝導金属充填部同士の間隔Ｐ（ｍ
ｍ）について、（４）式を満たす場合と満たさない場合とで、鋳片での縦割れの状況につ
いて確認した。
【００４１】
　なお、長さＬが、鋳片引き抜き速度Ｖｃから算出される長さＲ以上であれば、凝固シェ
ルからの連続鋳造用鋳型への熱流束の規則的且つ周期的な増減が生じ、凝固シェルの変形
に起因する不均一な熱流束分布が均一化されると考えられる。従って、（１）式を満たせ
ば、鋳片に縦割れが生じないと考えられるので、（１）式についての検証、すなわち、長
さＬの変化に伴い、鋳片表面割れが生じるか、生じた場合の鋳片表面割れの長さの推移を
確認する実験は省略することとする。
【００４２】
　実験の鋼の連続鋳造では、長辺長さ２．１ｍ、短辺長さ０．２５ｍの内面空間サイズを
有し、低熱伝導金属充填部３が形成された水冷銅鋳型を用いている。水冷銅鋳型の上端か
ら下端までの長さ（＝鋳型長）は９００ｍｍであり、鋳型上端より８０ｍｍ下方の位置か
ら鋳型上端より３００ｍｍ下方の位置までの範囲（範囲長さ：（Ｕ＋Ｒ）＝２２０ｍｍ）
の鋳型内壁面に、図１に示すような円形状の凹溝２の加工を施した後に、この円形凹溝２
の内部に鍍金手段を用いてＮｉ合金を鍍金により充填させて低熱伝導金属充填部３を形成
してある。また、実験の鋼の連続鋳造では、メニスカスを鋳型上端より８０ｍｍ下方の位
置とし、メニスカスより３０ｍｍ上方から、メニスカスよりも１９０ｍｍ下方の位置まで
鋳型内壁面に低熱伝導金属充填部３を形成している。但し、実験では、低熱伝導金属充填
部３に関する、直径ｄ、低熱伝導金属の熱伝導率λ、充填厚みＨ、鋳型抜熱量Ｑや、間隔
Ｐを適宜変更してある。
【００４３】
　＜実験１＞
　実験１では、鋳型の銅として熱伝導率λｃが１１９Ｗ／（ｍ・Ｋ）である銅合金を使用
し且つ低熱伝導金属としてＮｉ合金（９０Ｗ／（ｍ・Ｋ））を使用し、充填厚みＨを０．
５ｍｍ、間隔Ｐを１ｍｍとした円形の低熱伝導金属充填部３が形成されている連続鋳造用
鋳型を用いて、鋳型抜熱量Ｑを１４．０（ＭＪ／トン－鋼）として鋼の連続鋳造を複数回
行った。連続鋳造の各々では、低熱伝導金属充填部３の直径ｄを適宜変更している。実験
１の連続鋳造では、低熱伝導金属の熱伝導率が、銅合金に対して８０％以下であり且つ（
１）及び（２）式を満たし且つ（３）式で定義される鋳型抜熱量Ｑが１４．０（ＭＪ／ト
ン－鋼）以下を満たしているが、直径ｄが２～２０ｍｍを満たす場合とそうでない場合と
があり、満たす場合には、鋳片に縦割れ（表面割れ）が発生しない一方で、満たさない場
合には、鋳片に縦割れ（表面割れ）が発生し、該表面割れの長さを測定している。表面割
れの長さは、カラーチェックによる目視で確認し、鋳片の長辺長さに対する表面割れの長
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辺方向における長さで評価してある。実験１での直径ｄ（ｍｍ）と鋳片表面割れ長さ（ｍ
ｍ／ｍ）の関係を示すグラフを図５に示す。図５から、直径ｄが２～２０ｍｍの範囲内だ
と、凝固シェル表面における表面割れの発生が抑えられていることがわかる。鋳片表面割
れであるが、１００ｍｍ／ｍ未満であれば、鋳片を圧延した後の板状の段階での簡易な手
入れで取り除くことが可能であり、商業生産上大きな問題とならない。
【００４４】
　＜実験２＞
　実験２では、鋳型の銅として熱伝導率λｃが１１９Ｗ／（ｍ・Ｋ）である銅合金を使用
し且つ低熱伝導金属としてＮｉ合金（９０Ｗ／（ｍ・Ｋ））を使用し、直径ｄを１０ｍｍ
、間隔Ｐを１ｍｍとした低熱伝導金属充填部３が形成されている連続鋳造用鋳型を用いて
、鋳型抜熱量Ｑを１４．０（ＭＪ／トン－鋼）として鋼の連続鋳造を複数回行った。連続
鋳造の各々では、低熱伝導金属充填部３に関する充填厚みＨ（ｍｍ）を適宜変更している
。実験２の連続鋳造では、低熱伝導金属の熱伝導率が、銅合金に対して８０％以下であり
且つ（１）及び（３）式で定義される鋳型抜熱量Ｑが１４．０（ＭＪ／トン－鋼）以下を
満たしているが、（２）式を満たす場合とそうでない場合とがある。実験２でも、実験１
と同様に、表面割れを評価している。実験２での充填厚みＨ（ｍｍ）と鋳片表面割れ長さ
（ｍｍ／ｍ）の関係を示すグラフを図６に示す。図６から、充填厚みＨ（ｍｍ）が０．５
以上直径ｄ（ｍｍ）以下であると、凝固シェル表面での表面割れの発生が抑えられている
ことがわかる。
【００４５】
　＜実験３＞
　実験３では、鋳型の銅として熱伝導率λｃが１１９Ｗ／（ｍ・Ｋ）である銅合金を使用
し且つ低熱伝導金属としてＮｉ合金（９０Ｗ／（ｍ・Ｋ））を使用し、直径ｄを１０ｍｍ
、充填厚みＨを１ｍｍ、間隔Ｐを３ｍｍとした低熱伝導金属充填部３が形成されている連
続鋳造用鋳型を用いて、鋼の連続鋳造を複数回行った。連続鋳造の各々では、鋳型抜熱量
Ｑを適宜変更している。実験３の連続鋳造では、低熱伝導金属の熱伝導率が、銅合金に対
して８０％以下であり且つ（１）及び（２）式を満たしているが、（３）式で定義される
鋳型抜熱量Ｑが１４．０（ＭＪ／トン－鋼）以下を満たす場合とそうでない場合とがある
。実験３でも、実験１と同様に、表面割れを評価している。実験３での鋳型抜熱量Ｑ（Ｍ
Ｊ／トン－鋼）と鋳片表面割れ長さ（ｍｍ／ｍ）の関係を示すグラフを図７に示す。図７
から、鋳型抜熱量Ｑが１４．０（ＭＪ／トン－鋼）以下だと、凝固シェル表面での表面割
れの発生が抑えられていることがわかる。
【００４６】
　＜実験４＞
　実験４では、直径ｄを１０ｍｍ、充填厚みＨを２ｍｍ、間隔Ｐを３ｍｍとした低熱伝導
金属充填部３が形成されている連続鋳造用鋳型を用いて、鋳型抜熱量Ｑを１４．０（ＭＪ
／トン－鋼）として鋼の連続鋳造を複数回行った。連続鋳造の各々では、鋳型の銅として
銅合金を、低熱伝導金属としてＮｉ合金を採用し、低熱伝導金属の熱伝導率λと銅の熱伝
導率λｃとが適宜変更された連続鋳造用鋳型を用いて、銅合金に対する低熱伝導金属の熱
伝導率の比λ／λｃを変更している。実験４の全ての連続鋳造では、直径ｄが２～２０ｍ
ｍであり、（１）及び（２）式を満たし且つ（３）式で定義される鋳型抜熱量Ｑが１４．
０（ＭＪ／トン－鋼）以下を満たしているが、低熱伝導金属の熱伝導率が、銅合金に対し
て８０％以下であることを満たす場合とそうでない場合とがある。実験４でも、実験１と
同様に、表面割れを評価している。実験４での熱伝導率比λ/λc（－）と鋳片表面割れ長
さ（ｍｍ／ｍ）の関係を示すグラフを図８に示す。図８から、熱伝導率比λ/λｃが０．
８（百分率で８０％に相当）以下では、凝固シェル表面での表面割れの発生が抑えられて
いることがわかる。
【００４７】
　＜実験５＞
　実験５では、鋳型の銅として熱伝導率λｃが１１９Ｗ／（ｍ・Ｋ）である銅合金を使用
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し且つ低熱伝導金属としてＮｉ合金（９０Ｗ／（ｍ・Ｋ））を使用し、直径ｄを１０ｍｍ
、充填厚みＨを２ｍｍとした低熱伝導金属充填部３が形成されている連続鋳造用鋳型を用
いて、鋳型抜熱量Ｑを１４．０（ＭＪ／トン－鋼）として鋼の連続鋳造を複数回行った。
連続鋳造の各々では、間隔Ｐ（ｍｍ）を適宜変更している。実験５の連続鋳造では、低熱
伝導金属の熱伝導率が、銅合金に対して８０％以下であり且つ（１）～（３）式を満たし
ているが、（４）式を満たす場合とそうでない場合とがある。実験５でも、実験１と同様
に、表面割れを評価している。実験５での間隔Ｐ（ｍｍ）と鋳片表面割れ長さ（ｍｍ／ｍ
）の関係を示すグラフを図９に示す。図９から、間隔Ｐが、どのような値となろうとも、
凝固シェル表面での表面割れの発生が抑えられるか、あるいは、発生しても、鋳片表面割
れの長さは１００（ｍｍ／ｍ）未満の低い値となっている。但し、間隔Ｐが（４）式を満
たさない場合には、鋳片表面割れの長さが、満たす場合よりも若干大きな値となっている
。
【００４８】
　以上説明した連続鋳造用鋳型では、低熱伝導金属充填部３を、メニスカス位置を含んで
メニスカス近傍の連続鋳造用鋳型の幅方向及び鋳造方向で、それぞれ独立して設置するの
で、メニスカス近傍の鋳型幅方向及び鋳造方向における連続鋳造用鋳型の熱抵抗が規則的
且つ周期的に増減し、これによって、メニスカス近傍つまり凝固初期の凝固シェルから連
続鋳造用鋳型への熱流束が規則的且つ周期的に増減し、δ／γ変態による応力や熱応力に
よって生じる凝固シェルの変形に起因する不均一な熱流束分布が均一化されるとともに、
発生する応力が分散されて個々の低熱伝導金属充填部の歪量が小さくなり、その結果、凝
固シェル表面における割れの発生が防止される。
【００４９】
　上記鋼の連続鋳造方法の説明では、スラブ鋳片用の連続鋳造用鋳型を用いているが本発
明の鋼の連続鋳造方法は、スラブ鋳片用の連続鋳造用鋳型を用いることに限定されるもの
ではなく、ブルーム鋳片用やビレット鋳片用の連続鋳造用鋳型にも適用することができる
。
【実施例１】
【００５０】
　前述の実験と同じ中炭素鋼を、実験と同じ内面空間サイズを有する水冷銅鋳型を用いて
スラブ鋳片を作製する連続鋳造を複数行なった（本発明例及び比較例）。該連続鋳造では
、水冷銅鋳型の内壁面において、鋳片引き抜き速度Ｖｃなどを変更した条件で、低熱伝導
金属充填部が形成されている範囲を変更して作製された連続鋳造用鋳型を用い、連続鋳造
後の鋳片の表面割れを調査する試験を行った。本発明例及び比較例では、図２に示すよう
に、水冷銅鋳型の内壁面に形成される凹溝を円形とした。鋳型には、熱伝導率λｃが１１
９Ｗ／（ｍ・Ｋ）の銅合金を用い、低熱伝導金属には、熱伝導率λが９０Ｗ／（ｍ・Ｋ）
のＮｉ合金を用いた。銅の熱伝導率に対する低熱伝導金属の熱伝導率は約７６％となる。
【００５１】
　水冷銅鋳型の上端から下端までの長さ（＝鋳型長）は９００ｍｍであり、鋳型上端より
８０ｍｍ下方の位置をメニスカス位置とし、メニスカス位置よりも３０ｍｍ（Ｕ＝３０）
上方の位置から、メニスカス位置よりも５０～５００ｍｍ下方の位置までの範囲（５０≦
Ｌ≦５００）の鋳型内壁面に、円形凹溝２の加工を施した後に、この円形凹溝２の内部に
鍍金手段を用いて前記Ｎｉ合金を充填させて低熱伝導金属充填部３を有する水冷銅鋳型を
準備し、鋼の連続鋳造を行った（試験Ｎｏ．１～４５及び５１～６８）。
【００５２】
　円形凹溝の孔深さが大きい場合には、数回に亘って鍍金、表面研削を繰り返して行い、
所望の形状の低熱伝導金属充填部３を鋳型内壁面に形成した。その後、鋳型内壁面の全面
にＮｉ－Ｃｏ合金を鍍金して、鋳型上端での厚み５００μｍ、鋳型下端での厚み１０００
μｍの鍍金層４を施工した（低熱伝導金属充填部でのＮｉ－Ｃｏ鍍金層厚みは約６００μ
ｍ）。
【００５３】
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　連続鋳造操業においては、モールドパウダーとして、塩基度（質量％ＣａＯ／質量％Ｓ
ｉＯ２）が１．１、凝固温度が１２１０℃、１３００℃での粘度が１．５Ｐのモールドパ
ウダーを使用した。また、タンディッシュ内の溶鋼過熱度は２５～３５℃とした。鋳型内
のメニスカス位置（湯面位置）は、定常鋳込み状態で鋳型上端から１００ｍｍとし、メニ
スカスが低熱伝導金属充填部の設置範囲内に存在するように制御した。
【００５４】
　試験Ｎｏ．１～４５及び５１～６８の鋼の連続鋳造及びその連続鋳造で用いた鋳型では
、それぞれで以下の（イ）～（チ）の条件を変更している。
（イ）鋳片引き抜き速度Ｖｃ（ｍ／分）
（ロ）長さＲ（ｍｍ）
（ハ）メニスカス位置から、低熱伝導金属充填部３が形成されている範囲の下端までの長
さＬ（ｍｍ）
（ニ）低熱伝導金属充填部３の直径ｄ（ｍｍ）
（ホ）金属の充填厚みＨ（ｍｍ）
（ト）低熱伝導金属充填部３同士の間隔Ｐ（ｍｍ）
（チ）鋳型抜熱量Ｑ（ＭＪ／ｔ－鋼）
　試験Ｎｏ．１～４５及び５１～６８において、連続鋳造が終了した後、鋳片長辺の表面
をショットブラストによりスケールを除去し、鋳片の表面割れを評価した。試験Ｎｏ．１
～４５及び５１～６８における条件及び中炭素鋼鋳片の表面割れの発生状況を表１－１及
び表１－２に示す。
【００５５】
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【表１】

【００５６】
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【表２】

【００５７】
　連続鋳造終了後の鋳片表面をショットブラストによりスケールを除去し、表面割れが発
生するか、そして、発生した場合には、その表面割れの長さを測定した。表１中の「鋳片
表面割れ」の項目には、測定された鋳片の表面割れの長さの総和（ｍｍ）と表面割れを調
査した鋳片の鋳造方向長さ（ｍ）の比を記載してある。表面割れが発生しなかった場合に
は「０」となっている。
【００５８】
　表１－１及び表１－２の備考欄には、本発明の範囲内の水冷銅鋳型を使用した試験を本
発明例と表示し、低熱伝導金属充填部を有するものの本発明の範囲を満足しない水冷銅鋳
型を使用した試験を比較例と表示している。
【００５９】
　表１－１に示すように、試験Ｎｏ．１～４５では、次の［１］～［４］の条件を全て満
たしている。
［１］低熱伝導金属充填部３の直径ｄは２～２０ｍｍである。
［２］長さＬ（ｍｍ）は、鋳片引き抜き速度Ｖｃ（ｍ／分）から前述の（１）式で求まる
長さＲ（ｍｍ）以上である。
［３］低熱伝導金属充填部３の直径ｄと低熱伝導金属充填部３の充填厚みＨ（ｍｍ）とは
、前述の（２）式を満たす。
［４］鋳型抜熱量Ｑは１４．０ＭＪ／トン－鋼以下である。
【００６０】
　試験Ｎｏ．１～４５では、ほとんどの場合において、鋳片に表面割れは発生しなかった
し、発生しても、最大で９０ｍｍ／ｍであった。これらの場合であっても、鋳片表面割れ
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は、１００ｍｍ／ｍを下回っている。よって、試験Ｎｏ．１～４５では、中炭素鋼のよう
に表面割れの発生しやすい鋼についても、鋳片の表面割れを従来に比較して大幅に低減で
きることが確認できた。
【００６１】
　試験Ｎｏ．５１～６８では、上記の［１］～［４］の条件のいずれかを満たしていない
。この試験Ｎｏ．５１～６８では、鋳片に表面割れが発生しており、全て、鋳片表面割れ
は、１００ｍｍ／ｍ以上である。
【００６２】
　実施例１での連続鋳造用鋳型の内壁面には、円形凹溝を設けてあるが、連続鋳造用鋳型
の内壁面に擬似円形凹溝を設けたとしても、擬似円形凹溝は境界線が直線を有さず、実質
的に円形凹溝と作用・効果は同様となるので、擬似円形凹溝が設けられた連続鋳造用鋳型
を用いた鋼の連続鋳造方法でも、鋳片の表面割れ防止効果を奏すると推測される。
【００６３】
　本発明に係る鋼の連続鋳造方法によって、凝固シェル表面における割れの発生が効果的
に防止され、鋳片の表面割れが防止されていることがわかる。
【実施例２】
【００６４】
　低熱伝導金属として、熱伝導率λが１０２Ｗ／（ｍ・Ｋ）のＮｉ合金を用いた以外は実
施例１と同様にして、鋼の連続鋳造を行った（試験Ｎｏ７１～７５）。表１－２には、試
験Ｎｏ．７１～７５における条件、中炭素鋼鋳片の表面割れ及び鋳片の表面割れの発生状
況を示してある。試験Ｎｏ．７１～７５では、低熱伝導金属は、熱伝導率が銅に対して８
６％程度となり、８０％以下であることを満たしておらず、表１－２に示すように、鋳片
に表面割れが発生し、全て、鋳片表面割れが１００（ｍｍ／ｍ）を超えている。
【実施例３】
【００６５】
　鋳型として、熱伝導率λｃが３９８Ｗ／（ｍ・Ｋ）である銅合金を用いた以外は実施例
１と同様にして、中炭素鋼を水冷銅鋳型を用いてスラブ鋳片を作製する連続鋳造を複数行
なった（本発明例及び比較例、試験Ｎｏ．１０１～１３８）。実施例１と同様にして、連
続鋳造では、水冷銅鋳型の内壁面において、鋳片引き抜き速度Ｖｃなどを変更した条件で
、低熱伝導金属充填部が形成されている範囲を変更して作製された連続鋳造用鋳型を用い
、連続鋳造後の鋳片の表面割れを調査する試験を行った。
【００６６】
　また、低熱伝導金属充填部３が形成されていない従来の水冷銅鋳型を用いて、スラブ鋳
片を作製する連続鋳造を複数行なった（試験Ｎｏ．１３９～１４２：参考例）。試験Ｎｏ
．１３９～１４２では、サイズとしては、試験Ｎｏ．１０１～１３８の同等の鋳型を用い
ているが、その鋳型から抜熱される鋳型熱流束Ｑ（ＭＪ／ｔ－鋼）を変更している。また
、鋳片引き抜き速度Ｖｃも、試験Ｎｏ．１０１～１３８の場合よりは、小さくしている。
【００６７】
　試験Ｎｏ．１０１～１４２において、連続鋳造が終了した後、鋳片長辺の表面をショッ
トブラストによりスケールを除去し、鋳片の表面割れを評価した。試験Ｎｏ．１０１～１
４２における条件及び中炭素鋼鋳片の表面割れの発生状況を表２に示す。
【００６８】
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【表３】

【００６９】
　表２の備考欄には、本発明の範囲内の水冷銅鋳型を使用した試験を本発明例と表示し、
低熱伝導金属充填部を有するものの本発明の範囲を満足しない水冷銅鋳型を使用した試験
を比較例と表示している。また、低熱伝導金属充填部３が形成されていない従来の水冷銅
鋳型を用いた水冷銅鋳型を使用した試験を参考例と表示している。
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【００７０】
　表２に示すように、試験Ｎｏ．１０１～１２４では、次の［１］～［４］の条件を全て
満たしている。
［１］低熱伝導金属充填部３の直径ｄは２～２０ｍｍである。
［２］長さＬ（ｍｍ）は、鋳片引き抜き速度Ｖｃ（ｍ／分）から前述の（１）式で求まる
長さＲ（ｍｍ）以上である。
［３］低熱伝導金属充填部３の直径ｄと低熱伝導金属充填部３の充填厚みＨ（ｍｍ）とは
、前述の（２）式を満たす。
［４］鋳型抜熱量Ｑは１４．０ＭＪ／トン－鋼以下である。
【００７１】
　試験Ｎｏ．１０１～１２４では、ほとんどの場合において、鋳片に表面割れは発生しな
かったし、発生しても、最大で７０ｍｍ／ｍであった。鋳片に表面割れが発生した条件と
しては、［４］鋳型抜熱量Ｑが１２．０ＭＪ／トン－鋼を超えている場合である（試験Ｎ
ｏ．１１２、１１６、１２０及び１２４）。これらの場合であっても、鋳片表面割れは、
１００ｍｍ／ｍを下回っている。よって、試験Ｎｏ．１０１～１２４では、中炭素鋼のよ
うに表面割れの発生しやすい鋼についても、鋳片の表面割れを従来に比較して大幅に低減
できることが確認できた。
【００７２】
　試験Ｎｏ．１２５～１３８では、上記の［１］～［４］の条件のいずれかを満たしてい
ない。この試験Ｎｏ．１２５～１３８では、鋳片に表面割れが発生しており、全て、鋳片
表面割れは、１００ｍｍ／ｍ以上である。試験Ｎｏ．１３９～１４２では、鋳片引き抜き
速度Ｖｃを、試験Ｎｏ．１０１～１３８の場合よりも小さくしているにも拘らず、鋳片の
表面割れは発生していることが確認された。
【００７３】
　実施例３での連続鋳造用鋳型の内壁面には、円形凹溝を設けてあるが、連続鋳造用鋳型
の内壁面に擬似円形凹溝を設けたとしても、擬似円形凹溝は境界線が直線を有さず、実質
的に円形凹溝と作用・効果は同様となるので、擬似円形凹溝が設けられた連続鋳造用鋳型
を用いた鋼の連続鋳造方法でも、鋳片の表面割れ防止効果を奏すると推測される。
【００７４】
　本発明に係る鋼の連続鋳造方法によって、凝固シェル表面における割れの発生が効果的
に防止され、鋳片の表面割れが防止されていることがわかる。
【符号の説明】
【００７５】
　１　鋳型長辺銅板
　２　円形凹溝
　３　低熱伝導金属充填部
　４　鍍金層
　５　冷却水流路
　６　バックプレート
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